
【質問票】

評価対象施策Ａ「地域コミュニティ活動の活性化」

質 問 回 答

1

地域コミュニティの活性化のために、地縁団体と NPO 団

体、電子型コミュニティとの連携などは今後検討していま

すか。

市では、令和５年度より３か年にわたり東京都つながり創生

財団及び東京都等と連携した地域コミュニティ活性化事業を

行います。今年度は、地域の担い手マッチング事業「まちの腕

きき掲示板」事業、来年度からは併せて「町会・自治会応援

キャラバン」事業を実施する予定です。詳細は、下記 URL を

ご参照ください。

「まちの腕きき掲示板会議」事業はこちら→

https://www.tokyo-

tsunagari.or.jp/chokai/support_information/pilot

/udekiki/

「町会・自治会応援キャラバン」事業はこちら→

https://www.tokyo-

tsunagari.or.jp/chokai/support_information/pilo

t/caravan/

今後、社会福祉協議会のまちづくり委員会の関係者で組織

している団体とこまえくぼが連携して防災イベントの開催を予

定しています。電子型コミュニティとの連携については、現時点

では検討していません。

２

町会への加入をすすめるため、市民課や不動産業者と

連携していますが、新規に入った人がなにが決めてで

（なにが入り口となって）加入したかを分析しています

か。また、調査があれば教えてください。

市としては加入理由の分析、調査等は行っておりません。

３

助成金はほぼ申請通りに支給しているとすると、適正か

つ効率的に使用されていると市民に説明責任はどのよう

に果たされていますか。

助成金は各町会・自治会の実績報告書を狛江市コミュニテ

ィ活動活性化助成金交付要綱に基づき精査の上、各町

会・自治会に適性に交付しています。

４

若い世代を地域コミュニティに取り組むためには学校との

連携も必要かと思いますが、この辺りは模索されています

か。

「回答１」の「町会・自治会応援キャラバン」事業において、

NPO等の外部団体等との連携についても模索していきたいと

考えております。

実際にあったケースとして、日本語の支援を必要としている外

国人児童・生徒やその保護者がいるという課題を、若い世代

である学校の保護者に認識していただき、ボランティアとしてそ

の課題に対して一緒に取り組んでいるという事例があります。

また、こまえくぼで行っている学校での体験授業を通して、こう

いった活動があるということを保護者に認識していただき、こま

えくぼが実施しているサポーター養成講座への参加からサポー

ター活動に参加していただくということも行っています。

資料１



５

自治会の加入率の計算方法について、教えてください。 加入世帯数／その区域の住民基本台帳の世帯数

６

他自治体（26市）での町会・自治会の加入率が分か

る資料はありますか。

担当課（地域活性課）として把握していません。

７
町会・自治会加入者が増えるメリットを教えてください。 住民同士顔と顔の見える関係を築くことで、地域の共助力、

防災防犯力等の向上につながると考えています。

８
自治会加入世帯の内訳（年齢、性別、世帯構成

等）が分かる資料はありますか。

担当課（地域活性課）として把握していません。

９

コミュニティ活動活性化助成金の事業内容の分類のう

ち、「親睦に関する事業」の内容は分かりますか。

町内会での祭り、餅つき、収穫祭といった町会内の親睦を促

進するための事業になります。

10

他自治体の町会・自治会がどんな活動をしているか把

握していますか。

狛江市町会・自治会連合会は東京都町会連合会に加盟

しており、年 10 回程度常任理事会において他自治体の連

合会と情報交換や意見交換等を行っています。

町会・自治会はあくまでも自主的な組織であり、それぞれの

活動を市が管理し、把握するものではなため、活動内容等

は把握していませんが、地域共生社会に向けて、町会・自治

会の必要性は重要であるため、市としては、町会・自治会の

活動が活性化するよう支援しています。

11

町会・自治会間で情報共有する場はありますか。 市では年２回程度連絡会を開催し、情報や意見交換、情

報共有等を行っています。

12

町会・自治会加入者の負担を減らす取組は何か行って

いますか。

例 町会・自治会費の徴収の戸別訪問廃止、回覧板

を電子回覧にする等

平成 27 年７月より市民の利便性を向上させるため、市ホー

ムページ上に「電子回覧板」を開設し、配布する市からの情

報提供を目的とした回覧板・掲示物を PDFファイルにて掲載

する等の取組を行っています。

13
町会・自治会の空白地帯が分かる資料はありますか。 別紙の町会・自治会等区域図のとおりです。

14

市民活動団体とＮＰＯ法人との連携はありますか。 NPO 法人フードバンク狛江と子ども食堂、居場所関係の各

団体や連絡組織（ごはんと居場所連絡会）による連携が

行われています。

食品の提供だけでなく、連絡組織が実施する企画を一緒に

検討するなどの連携が行われています。

フードドライブ事業を周知するために狛江市社会福祉法人

連絡会が各法人利用者に食品寄贈を呼び掛ける活動が年

１回行われています。



15

市民活動団体にも補助金等を交付していますか。 申請・選考はありますが、市民公益活動事業補助金（設

立３年以内の新しい団体向けの補助金であるスタート補助

金、活動の基盤がある程度できており、さらなるステップアップ

を支援するチャレンジ補助金）を交付しています。

また、団体によっては民間の助成事業に申請をしています。

16

市民活動とコミュニティ活動の違いを教えてください。 一般的に、市民活動は、不特定かつ多数のものの利益の増

進を目的とし、市民が主体となって社会的な課題の解決に

取り組む、営利を目的としない活動と言われています。

一方、コミュニティ活動は、いま暮らしている地域をより良くしよ

うという人々の活動によって生み出される生活の場であるコミ

ュニティを豊かにするため、住民自らが地域の課題解決のため

に、自ら活動する住みよい地域環境を創造する様々な活動

がコミュニティ活動といわれています。

よって、市民活動は、不特定多数の方のために行う活動であ

ることに対して、コミュニティ活動は自分たちのコミュニティの課

題解決等のために行う活動という点が違います。

17

前年度のこまえフェスティバルの参加者等の数値を教え

てください。

こまえくぼ 1234 フェスティバルは令和４年度が初年度となり

ますので、前年度の数値はありません。

18

こまえフェスティバルの参加者が、市民活動につながった

かについて、モニタリングできる指標はありますか。

フェスティバル参加者の動向についてモニタリングできる指標は

ありません。

参加と協働の審議会から意見が出ている「こまえくぼを知って

もらう」ということを目的として開催しているイベントです。来場

者からの意見としては「こまえくぼを初めて知った」「広報紙を

子どもが持って帰ってきているのは知っていたがこまえくぼの場

所を知った」というような意見がありました。

フェスティバルに参加した団体同士による連携にはつながって

います。よみきかせ団体（数団体）とオカリナ演奏グループ、

人形劇団体がフェスティバル参加をきっかけに連携をとるように

なり、共同でイベントを開催するようになりました。

また、障がい者支援団体と音楽系団体が協力してイベントを

開催することにも繋がりました。

19

質問票 16 において、「市民活動」と「コミュニティ活動」の

違いを、理解し易く説明されています。また、会議録で、

「地域コミュニティ活動」は、主に地縁による団体の活動

であるとしています。

・市民活動（防災や福祉、子育てなどの様々な分野で

つながりのある活動）も「地域コミュニティ活動」に含まれ

ると理解してよいですか。

・地縁による団体には、31 町会・自治会以外に、どのよ

うな団体等が含まれますか。

・市民活動の中には、地域コミュニティ活動に含まれる活動も

存在します。

・地縁による団体は、町会・自治会を指しています。

・基本計画の中で「コミュニティ」を定義付けしておりませんが、

一般的には、一定の地域に居住し、共属感情を持つ人々の

集団。共同体とされています。



・使用している用語「コミュニティ」をどのように定義してい

るのでしょうか。

20

市民活動センター（こまえくぼ 1234)の事業を、「２

施策に係る取組内容」に、含めない理由をお教えくださ

い。

市民活動支援センターでは、市民活動や地域コミュニティに

関する取組だけでなく、他の取組も多岐に渡り、実施してい

ることから該当するものを記載しています。

21

NPO 等（市民活動団体）への助成金を、「２ 施策

に係る取組内容」に、記載されていませんが、記載され

ない理由をお教えください。

市民公益活動事業補助金は、地域コミュニティ活動に含ま

れないものもあることから取組内容に含んでおりません。

22

「町会・自治会加入促進チラシの配布」と表示されてい

ますが、チラシの作成は行われていないのですか。どこで

作成したしたチラシを配布しているのですか。事業費は配

布費用でしょうか。狛江市が作成したチラシがあれば見

せてほしい。

・地域活性課で作成したチラシを市民課窓口及び市内不動

産事業者にて配布しております。

・事業費は印刷費用です。

23

SDGｓとの関連性で、「地域コミュニティ活動の活性化」

と 11 番目の目標「持続可能な都市」との関連性が認め

られるのではないでしょうか。

基本計画上は、ゴール 17 のみを対象としていますが、防犯

の面等の視点から関連性はあるものと考えられます。

















委員会からの提言（案）

評価対象施策Ａ

町会・自治会への加入及び活動について

町会・自治会は、町会・自治会連合会の設立や未整備地区の解消に向けて、新規設立

が進んでいる一方で、加入率の停滞、役員の役割の拡大による負担の増加、役員の高齢

化、成り手不足といった課題があり、不動産事業者との協定による情報発信は転入者等

に加入を促す点で評価でき、加入世帯の内訳や他市加入率の比較といった分析があると

更に効果的な取組につながるものと捉えられる。

また、コミュニティ活動活性化助成金は、町会活動を支援するだけでなく町会設立に

向けた団体への支援につながっている点で評価できる。

課題解決に向けた講演会や町会・自治会連合会等の交流・情報交換といった機会の提

供を進めていただくとともにＩＣＴを活用した手続の簡素化等につながる取組を実施

していただきたい。

市民活動支援センターの取組について

地域コミュニティ活動の活性化には、幅広い世代の参加により盛んに行われていくよ

う支援する必要があり、市民活動支援センターでは、活動に参加するきっかけづくりや

地域コミュニティ同士のつながり、交流を図るための情報や機会の提供を行っており、

認知度の向上や利用者の増加が必要である。

市域の狭い狛江市では、各分野における市民活動が市民同士の交流や地域コミュニテ

ィ活動に参加するきっかけになるなど地域コミュニティ活動の活性化につながる可能

性もあり、各団体の活動が活発になるような活動の紹介や情報提供を進めていただきた

い。

また、市民が主体となった運営委員会の実施、活動したい市民をつなぐ仕組やイベン

ト等のソフト事業の実施については評価でき、更にフェスティバル等のイベント参加者

や市民活動支援センター利用者等に対して、アンケート等の調査を実施することで意識

の変化や行動につながったか等の成果指標として捉えることができ、市民活動や地域コ

ミュニティへの参加者の増加に有効な分析としていただきたい。


